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公 示 送 達 書

女 川 町 告 示 第 23号

令 不日 8 年 5 月 27 日

女川町長   須 田 善

地方税法第20条の 2第 1項の規定に基づき、次の書類を公示送達します。
なお、送達すべき書類は当役場税務課に保管してありますから、来庁のうえ

受領してください。

送達する書類名 令和 8年度固定資産税納税通知書
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氏 名 備 考

香月 克彦

地方税法第20条の 2第 3項の規定により、公示送達をした日から起算して 7日 を経過したときに書類の送達があつたもの

とみなされます。


